（別紙１）

１　担当窓口
　【甲】
　（所　　在）〒231-0017（横浜市中区港町１－１）
　（担当部署）横浜市　経済局　市民経済労働部商業振興課
　（連 絡 先）ＴＥＬ　０４５－６７１－３４８８
              ＦＡＸ　０４５－６６４－９５３３
　　　　　　　メール　ke-syogyo@city.yokohama.jp
　【乙】
　（所　　在）〒231-OOOO（横浜市中区××町１０１）
　（担当部署）株式会社　横浜××××
　（連 絡 先）ＴＥＬ　０４５－６７１－○○○○
              ＦＡＸ　０４５－６７１－○○××
　　　　　　　メール　bousai-soumu@OOOO.com

２　緊急連絡先
　【甲】                                  【乙】
　　《第１順位》                          　《第１順位》                       
	
	 担当部署
	 経済局市民経済労働部商業振興課
	
	 担当部署
	総務部総務課

	
	 ＴＥＬ
	 ０４５－６７１－３４８８
	
	 ＴＥＬ
	　０４５－６７１－○○○○

	
	 ＦＡＸ
	 ０４５－６６４－９５３３
	
	 ＦＡＸ
	　０４５－６７１－○○××


                                                                               
　　《第２順位》                          　《第２順位》                       
	
	 担当部署
	総務局危機管理課
	
	 担当部署
	食品購買部商品課

	
	 ＴＥＬ
	
	
	 ＴＥＬ
	　０４５－６７１－○×××

	
	 ＦＡＸ
	
	
	 ＦＡＸ
	　０４５－６７１－××××


　　                                      　                                   
　　《夜間》                              　《夜間》                           
	
	 担当部署
	 経済局総務部総務課
	
	 担当部署
	災害対策担当　××

	
	 ＴＥＬ
	
	
	 ＴＥＬ
	　０９０－○○○○－××××

	
	 ＦＡＸ
	
	
	 ＦＡＸ
	


                                                                               
　　《その他の連絡手段》                  　《その他の連絡手段》               
	
	メール　ke-syogyo@city.yokohama.jp
	
	メール　bousai-soumu@OOOO.com


　　＊　上記の事項に変更がありましたら、直ちに届け出てください。











（別紙２）
災　害　時　供　給　品　目

	 段階
 想定
	 　　第　１　段　階
 電気･ガス･水道ストップ
	 　　第　２　段　階
 電　　気　　復　　旧
	 　　第　３　段　階
 水　　道　　復　　旧

	 期間
	 　　災害当日～３日
	   　　４日～６日
	 　　　　７日～

	


  品









  目
	 取扱
	 　　品　　　目
	 取扱
	 　　品　　　目
	 取扱
	 　　品　　　目

	
	○








	 パン(菓子)
 牛乳(ＬＬ)
 レトルト食品(ごはん)
 缶詰(ｲｰｼﾞｰｵｰﾌﾟﾝ)
 粉ミルク
 果物（バナナ）
 ハム・ソーセージ
 ウーロン茶(缶)
 ミネラルウォーター
 紙コップ・紙皿
 箸
 ほ乳びん
 カセットコンロ
 ガスボンベ
 なべ
 ウェットティッシュ
 トイレットペーパー
 紙おむつ
 ほうたい
 消毒薬
 懐中電灯
 携帯ラジオ
 電池
 軍手
 ポリバケツ
 液体ミルク
	
○









○





	 弁当
 パン(調理)
 ごはん
 牛乳（ＬＬ）
 レトルト食品(ごはん)
 缶詰(ｲｰｼﾞｰｵｰﾌﾟﾝ)
 粉ミルク
 切り餅
 カップ麺
 インスタント味噌汁
 野菜、果物ジュース
 清涼飲料水
 タオル
 ウェットティッシュ
 生理用品
 ドライシャンプー
 下着・靴下
 トレーニングウェア
 産着
 水歯磨き
 ガムテープ
 ホイル・ラップ
 液体ミルク
	○





○

○
	 食パン
 米
 めん類
 肉・野菜
 レトルト食品(おかず)
 バター・ジャム
 緑茶･紅茶･コーヒー
 みそ・醤油
 菓子
 石鹸
 洗面用具
 洗濯用具
 ほうき
 洗剤
 包丁・食器・なべ
 マスク
 靴
 歯磨き・歯ブラシ
 裁縫セット
 寝具
 文房具
 液体ミルク



	  季
  節
  品
	
	 使い捨てカイロ(冬)
 毛布(冬)
 殺虫剤(夏)
	
	 防寒具(冬)
 雨具(雨期)
 扇風機(夏)
 氷(夏)
	
	



その他（上記品目以外で、供給可能な物品等があれば記入）
	


 （１）上記の災害時供給品目は、各段階、各期間ごとに必要とされる品目の例示であり、　 災害や緊急時の状況に合わせて調達する。
 （２）品目は、甲乙協議の上、いつでも変更、追加及び削除することができる。

（別紙３）

災害時生活必需物資供給等の要請フロー

	甲
	
要請


連絡
	乙

	
	区災害対策本部本部長（区長）


　　　　　　　　↓要請
	市災害対策本部本部長（市長）


　　　　　　　　↓要請
	経済部部長（経済局長）



	
	〔総務部総務課〕
担当　（総務課長）　
　　　（総務課防災担当）　
〔食品購買部商品課〕
商品課長　　
食品担当　　
　　　　　　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指示　　　　　　発注　
　　　　　　　　　　　　　　　指示
	物流センター
	
	メーカー問屋


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運搬
	市内店舗


　　　　　　　　　　　　　　　　　　運搬　　　　　　　運搬　　　　　　運搬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	甲の指定場所

	被災市民


　　　　　　　
販売（安定供給）　　　　　　　　　　　
	被災市民


　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
フローのうち
不要な部分は削除してください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


[image: ]甲の指定する業者、又は乙が生活必需物資を甲の指定場所へ運搬する経路

[image: ]乙が安定供給を図るために生活必需物資を市内店舗へ運搬する経路








（別紙４）
その他確認事項

（商品価格の決定）
１　乙より提供される生活必需物資の価格は、甲から乙への生活物資出荷要請時の価格とする。

（経費の支払い）
２　第６条の経費の支払いについては、甲が乙からの請求書を受理した後、原則30日以内に乙が指定する銀行口座へ振込むものとする。
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